
- 1 - 
 

 令和７年第７回佐伯市議会定例会 予算外議案（追加議案）の概要  
 

 議 案  

 
議案第 129 号 
 佐伯市職員の給与に関する条例等の一部改正について 
 （追加議案書３ページ） 
 令和７年 10 月３日に行われた大分県人事委員会の勧告等に鑑み、職員等の給与及び

議会の議員の期末手当の改定を行う措置を講じようとするものである。 
 ＜主な改正の内容＞ 
 （１） 佐伯市職員の給与に関する条例の一部改正（第１条及び第２条による改正） 

     ① 職員の給料について、令和７年４月１日に遡り、国家公務員の俸給表

の改定（行政職給料表の改定）に準じた上で、各号給の額を 0.38％引き

上げる（第１条による改正の別表第１改正関係）。 
     ② 職員の令和７年 12 月に支給する期末手当及び勤勉手当について、次の

表のとおり、支給月数を引き上げる（第１条による改正の第 25 条第２項

及び第３項並びに第 28 条第２項第１号及び第２号改正関係）。 
      【期末手当の支給月数】 

職種 支給区分 改定前 
（A） 

改定後 
（B） 

改定月数 
(B)－(A) 

一般職の職員 ６月期 1.250 月 1.250 月 0.000 月 
12 月期 1.250 月 1.275 月 0.025 月 

計 2.500 月 2.525 月 0.025 月 
定年前再任用

短時間勤務職

員 

６月期 0.700 月 0.700 月 0.000 月 
12 月期 0.700 月 0.725 月 0.025 月 

計 1.400 月 1.425 月 0.025 月 
      【勤勉手当の支給月数】 

職種 支給区分 改定前 
（A） 

改定後 
（B） 

改定月数 
(B)－(A) 

一般職の職員 ６月期 1.050 月 1.050 月 0.000 月 
12 月期 1.050 月 1.075 月 0.025 月 

計 2.100 月 2.125 月 0.025 月 
定年前再任用

短時間勤務職

員 

６月期 0.500 月 0.500 月 0.000 月 
12 月期 0.500 月 0.525 月 0.025 月 

計 1.000 月 1.025 月 0.025 月 
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     ③ 上記②により改定した期末手当及び勤勉手当について、次の表のとお

り、令和８年度から６月期及び 12 月期の支給月数がそれぞれ均等となる

ように改定する（第２条による改正の第 25 条第２項及び第３項並びに第

28 条第２項第１号及び第２号改正関係）。 
      【期末手当の支給月数】 

職種 支給区分 改定前 
（A） 

改定後 
（B） 

改定月数 
(B)－(A) 

一般職の職員 ６月期 1.2500 月 1.2625 月 0.0125 月 
12 月期 1.2750 月 1.2625 月 △0.0125 月 

計 2.5250 月 2.5250 月 0.0000 月 
定年前再任用

短時間勤務職

員 

６月期 0.7000 月 0.7125 月 0.0125 月 
12 月期 0.7250 月 0.7125 月 △0.0125 月 

計 1.4250 月 1.4250 月 0.0000 月 
      【勤勉手当の支給月数】 

職種 支給区分 改定前 
（A） 

改定後 
（B） 

改定月数 
(B)－(A) 

一般職の職員 ６月期 1.0500 月 1.0625 月 0.0125 月 
12 月期 1.0750 月 1.0625 月 △0.0125 月 

計 2.1250 月 2.1250 月 0.0000 月 
定年前再任用

短時間勤務職

員 

６月期 0.5000 月 0.5125 月 0.0125 月 
12 月期 0.5250 月 0.5125 月 △0.0125 月 

計 1.0250 月 1.0250 月 0.0000 月 
 （２） 佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の一部改正（第３条

による改正） 

     国民健康保険診療所の医師の給料について、令和７年４月１日に遡り、行

政職給料表との均衡を基本に医療職給料表の改定を行う（別表第１改正関係）。 
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 （３） 佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正

（第４条及び第５条による改正） 

     ① 特定任期付職員の給料について、令和７年４月１日に遡り、行政職給

料表との均衡を基本に給料表の改定を行う（第４条による改正の第７条

第１項の表改正関係）。 
     ② 特定任期付職員の令和７年 12 月に支給する期末手当及び勤勉手当につ

いて、次の表のとおり、支給月数を引き上げる（第４条による改正の第

８条第２項改正関係）。 
【期末手当の支給月数】 

支給区分 改定前 
（A） 

改定後 
（B） 

改定月数 
(B)－(A) 

６月期 0.950 月 0.950 月 0.000 月 
12 月期 0.950 月 0.975 月 0.025 月 

計 1.900 月 1.925 月 0.025 月 
      【勤勉手当の支給月数】 

支給区分 改定前 
（A） 

改定後 
（B） 

改定月数 
(B)－(A) 

６月期 0.875 月 0.875 月 0.000 月 
12 月期 0.875 月 0.900 月 0.025 月 

計 1.750 月 1.775 月 0.025 月 
     ③ 上記②により改定した期末手当及び勤勉手当について、次の表のとお

り、令和８年度から６月期及び 12 月期の支給月数がそれぞれ均等となる

ように改定する（第５条による改正の第８条第２項改正関係）。 
【期末手当の支給月数】 

支給区分 改定前 
(A) 

改定後 
(B) 

改定月数 
(B)－(A) 

６月期 0.9500 月 0.9625 月 0.0125 月 
12 月期 0.9750 月 0.9625 月 △0.0125 月 

計 1.9250 月 1.9250 月 0.0000 月 
      【勤勉手当の支給月数】 

支給区分 改定前 
(A) 

改定後 
(B) 

改定月数 
(B)－(A) 

６月期 0.8750 月 0.8875 月 0.0125 月 
12 月期 0.9000 月 0.8875 月 △0.0125 月 

計 1.7750 月 1.7750 月 0.0000 月 
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 （４） 佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正（第 

６条及び第７条による改正） 

     ① 市議会議員の令和７年 12 月に支給する期末手当について、次の表のと

おり、支給月数を引き上げる（第６条による改正の第６条第２項改正関

係）。 
      【期末手当の支給月数】 

支給区分 改定前 
（A） 

改定後 
（B） 

改定月数 
(B)－(A) 

６月期 1.725 月 1.725 月 0.000 月 
12 月期 1.725 月 1.775 月 0.050 月 

計 3.450 月 3.500 月 0.050 月 
     ② 上記①により改定した期末手当について、次の表のとおり、令和８年

度から６月期及び 12 月期の支給月数がそれぞれ均等となるように改定す

る（第７条による改正の第６条第２項改正関係）。 
      【期末手当の支給月数】 

支給区分 改定前 
（A） 

改定後 
（B） 

改定月数 
(B)－(A) 

６月期 1.725 月 1.750 月 0.025 月 
12 月期 1.775 月 1.750 月 △0.025 月 

計 3.500 月 3.500 月 0.000 月 
 （５） 佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正（第８条及び第９条に

よる改正） 

     市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数について、上記（４）の市

議会議員の期末手当に係る支給月数の改定と同様の改定を行う（第８条によ

る改正の第７条改正関係及び第９条による改正の第７条改正関係）。 
 （６） 施行期日 

     ① 上記（１）①②、（２）、（３）①②、（４）① 
      及び（５）のうち第８条による改正関係      令和８年３月 31 日

までの間において規

則で定める日 
     ② 上記（１）③、（３）③、（４）② 
      及び（５）のうち第９条による改正関係      令和８年４月１日 

（担当課：総務課） 


